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Airソーラー社会実装推進事業実施要綱 

 

（制定）令和６年３月１８日付５環気計第1047号  

（改正）令和７年３月１１日付６環気計第1212号 

（改正）令和７年９月２６日付７環気計第 751 号 

 

  

第１ 要綱の目的  

この要綱は、東京都（以下「都」という。）が、「2030年における再生可能エネルギー電力利用

割合50%達成」の目標に向け、Airソーラーの社会実装を加速させるために行う、「Airソーラー社会

実装推進事業」（以下「本事業」という。）の実施に関する基本的な事項を定めることを目的とす

る。  

 

第２ 本事業の概要  

都は、Airソーラーの社会実装に向けて、都内において技術実証を行おうとする者（以下「開発事業者

等」という。）に対して、実証事業の進捗管理及びその効果検証を行うとともに、実証に係る必要な経費

の一部を助成する。 

  

第３ 用語の定義  

この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。  

１ 「Airソーラー」 ペロブスカイト結晶構造を用いた太陽電池をいう。  

 

第４ 本事業の具体的な内容  

１ 実証事業の選定、進捗管理及び効果検証 

 （１）実証事業の選定  

都の地域特性に適した発電システムの性能検証の用に供するAirソーラーの実証事業を公募に

より選定する。 

（２）進捗管理 

    （１）において選定された実証事業について、スケジュールどおりに進んでいるか適切に

進捗管理を行うとともに、実証事業の質の向上に向けた取組を実施する。 

（３）効果検証等 

実証事業の選定時における発電効率、発電量等の当初想定との乖離やその原因等について分

析する効果検証を行うとともに、都内での早期社会実装に向けた課題抽出等を実施する。 

２ Airソーラーの実証事業に係る経費の助成 

（１）助成対象事業者  

助成金の交付対象となる事業者は、１（１）の公募に参加し、実証事業が採択された事業者

等とする。 

（２）助成対象事業  

助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、１（１）において採択
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された事業とする。 

（３）助成対象経費  

助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業の実施に

要する経費（消費税及び地方消費税を除く。）のうち、次に掲げるものとする。  

ア 調査・設計費 

イ 設備費 

ウ 工事費 

エ 施設賃借費 

オ 管理・運営費 

カ 人件費 

（４）助成金額  

助成金の交付額は、都の予算の範囲内とし、助成対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た

額とする。ただし、一の助成対象事業につき、40,000,000円を上限額とし、千円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。  

なお、助成対象経費について国又は他の地方公共団体から助成金の交付を受ける場合にあっ

ては、あらかじめこれらを控除した額を助成対象経費とする。  

 

第５   本事業の実施体制  

１ 都は、公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）に対し、本助成金の原資として

出えんを行うものとする。 

２ 公社は、前項の規定による出えん金を基に基金を造成し、都と公社とで別途締結する出えん契

約に基づき、基金を適正に管理するものとする。 

３ 都は、第１項の規定による出えん金のほか、公社に対し、次の事項を条件として、本事業を実

施するために必要な業務に係る経費の補助を行う。 

(1) 前項の基金を原資として、第４による助成金の交付等を行うこと。 

(2)  助成金の交付対象となる事業者に対する指導及び助言等を行うこと。 

４ 公社は、前項（1）を実施するにあたっては、あらかじめ都の承認を受けることとする。  

 

第６   予算措置  

都は、次の各号に掲げる事項を条件として、公社が造成する基金への出えん及び本事業を実施す

るために必要な業務に係る経費への補助を行う。  

１ 公社は、本事業の実施に関し必要な事項について定める規程等（以下「規程等」という。） を

制定すること。  

２ 公社は、規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ都の承認を受けるものと

すること。  

  

第７   本事業の実施期間  

本事業の実施期間は、令和７年４月１日から令和９年３月31日までとする。そのうち、助成金交

付事務は次のとおりとする。  
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１ 本事業の助成金の交付に係る申請の受付は、令和７年度に行う。  

２ 本事業の助成金の交付は、令和７年度及び令和８年度に行う。  

  

第８   その他必要な事項  

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、別に定める。  

 

附 則（令和６年３月１８日付５環気計第1047号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附 則（令和７年３月１１日６環気計第1212号） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年３月31日までに交付要綱（令和６年７月 11 日付６都環公地温第 1810 号による制定及

び令和６年 9 月 24 日付６都環公地温第 3381 号による改正の次世代型ソーラーセル社会実装推

進事業助成金交付要綱をいう。）第７条の交付申請が行われた助成対象事業に係る助成金の適用

については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令和７年９月２６日付７環気計第751号） 

この要綱は、令和７年９月２６日から施行する。  

 


